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第 13 回研究大会報告集 

一般社団法人日本相続学会 

期 日 ２０２５年１０月１７日・１８日 

会 場 ウインクあいち （名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38 ） 

「認知 症 と相続」 

  

本日は、第 13 回研究大会にオンライン参加を含め、全国から多くの皆様にご

参加いただき、心より感謝申し上げます。開催にご尽力くださいました関係者の

皆様、そして日頃より学会の活動を支えてくださる会員の皆様に、厚く御礼申し

上げます。 

今回の研究大会では、私たちが長年掲げてきた「円満かつ円滑な相続」という

理念を、現代社会の重要な課題の一つである「認知症」という視点から深く掘り

下げます。 

認知症は「最もなりたくない病気」の第一位といわれますが、誰にとっても決

して他人事ではありません。医療や介護の現場では、日々、本人の意思をどこま

で尊重できるのか、財産管理をどのように進めるのか、家族のコミュニケーショ

ンをいかに支えるのかといった重い問いが突きつけられています。そして、その

先に相続の問題が控えています。 

相続の実務に携わる私たちは、被相続人や相続人の背後にある家族の歴史や

感情を受け止め、未来を紡いでいくという大切な役割を担っています。 

本大会での学びが、皆様の今後の実務において、一人ひとりのご相談者の悩み

に寄り添い、真に「円満かつ円滑な相続」を実現するための一助となることを心

より願っております。 

                    一般社団法人日本相続学会  

                          会長 伊藤 久夫  

ごあいさつ 

優秀事例研究賞 （学会誌第 12 号掲載 2024 年 10 月発刊） 

「被相続人である子から相続人である親に対
して継続的になされた少額贈与が「生計の資
本の贈与」にあたらないとして特別受益該当

性が否定された事例」 
 

池浦 慧 氏                  

（弁護士 福澤法律事務所立川支所）  

日本相続学会 優秀事例研究賞は、会員の優れた実践活動を掘り起こすとともに、他の模範とすることによって「円満
かつ円滑な相続」の社会への普及に寄与することを目的としています。過去２年間の学会誌において相続に関する事

例研究を発表し、本学会の発展に著しい貢献をしたと認められる会員に授与されます。学会賞選考委員会によって厳
正な審査が行われ、理事会にて授与が決定されました。受賞おめでとうございます。 

【審査意見書から】 
・本事例は、著者が関わった相続訴訟に関するものであ

り、事例研究の例にふさわしい。扶養義務 
の範囲を超えていても、特別受益に該当し 
ない貴重な例であり、実務的にも意義を有 

する。子が親から養育を受けたことに関す 
る感謝や孝養を表す意味での贈与が「生計 
の資本」には該当しないという判例を判り 

易く解説している。 I N D E X 

「評価通達 総則6項による不動産評価の  

否認と相続税対策」  
 

片 ユカ 氏 

（税理士 片ユカ税理士事務所）  

【審査意見書から】 
・本事例報告は不動産を路線価で評価したのに対して、

国税側がこの評価を否認した最高裁事案を 
詳細に検討する。相続税対策での重要問題 
である総則 6 項の運用基準・体制を判り易 

く解説されていたことは、実務者には有益 
である。相続対策でない、単なる「相続税 
対策」が費用とリスクを被る結果になるこ 

とに警鐘を鳴らす意義は大である。 
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13:10～ 

14:40 

〇 シンポジスト 
  

武田 章敬 氏 
国立研究開発法人国立長寿

医療研究センター 病院 もの

忘れセンター長 

  

宮田 百枝 氏 
こもれび法律事務所 弁護士 

  

湊  貴行 氏 
一般社団法人日本認知症資

産相談士協会 理事  

  

平井 俊圭 氏 
一般社団法人三重県社会福

祉士会 会長  

  

〇 コーディネーター 
  

伊藤 久夫 氏  
一般社団法人日本相続学会 

会長 

認知症診療の最前線について、まず世界中で認知症がわずかながらも減少傾

向にあること、認知症サポーターの取り組みが日本から世界へ広がっているお話か

ら始まりました。 

1.「認知症の定義と診断」では、認知症とはいろいろな原因により脳の細胞が

障害されて認知機能が障害された状態が続き、生活に支障が出ている状態とさ

れていること、2.「認知症の治療」では、よく使われている薬は進行をゆっくりにする

効果のものであること 3.「当センターの取り組み」では、「もの忘れ外来」における

きめ細やかな体制などについてご紹介いただきました。そして最後に、4.「認知症の 

ケア」として、不安を理解し、安心できる環境の中で、なじみのある人間関係を大切にし、孤立させずに 

会話の輪に入れてあげることの大切さをお話しいただきました。 

  基調講演 「認知症診療の最前線」 
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基調講演 
 
武田 章敬 氏 
医師（脳神経内科） 

国立研究開発法人国立長

寿医療研究センター  病院 

もの忘れセンター長  

  

1989 年名古屋大学医学部卒

業 1989 年名古屋掖済会病院

勤務 1995 年小山田記念温泉

病院勤務 1999 年名古屋大学

医学部付属病院勤務 2004 年

国立長寿医療センター 第一アル

ツ ハ イ マ ー 型 認 知 症 科 医 長 

2008 年厚生労働省老健局 認

知症対策専門官 2010 年国立

長寿医療研究センター 脳機能

診療部第二脳機能診療科医長 

2016 年同センター 医療安全推

進部長 2020 年同センター 長

寿医療研修センター長 2022 年

同センター 病院もの忘れセンター

長  

●アンケート 

・医師が語る認知症の話はリアルで新鮮だった。 ・認知症の治療は進んでいても、完治出来ないの

は辛いと思いました。 ・介護現場で認知症の方とお付き合いしてますが、違った目線で勉強になりま

した。 ・正確な情報を専門家から聞けたことは、とても有意義だった。 ・アミロイド PET など、全く知ら

なかった検査など、認知症診療が進んでいることを知ることができ、ありがたかったです。 

基調講演をいただいた武田章敬氏、弁護士として長年、認知症の親子間のトラブル支援を行っている

宮田百枝氏、認知症資産相談士として認知症による資産凍結から暮らしを守る活動をしている湊貴行

氏、社会福祉士として認知症で困っている家族の相談に応じていらっしゃる平井俊圭氏の４名にご登壇

いただきました。 

宮田氏からは、判断能力が低下すると法律行為に制限が生じることから生じる法的な問題、湊氏から

は、認知症になる不安について「どこに相談すればよいかわからない」という社会的課題、平井氏からは、

認知症の本人の心や人間の尊厳をいかに守るかという視点からのお話をいただきました。 

後半では、実務家３名に認知症発症前や意思能力が低下した後の対応などを発表いただき、その内

容を踏まえて武田氏よりご講評とコメントをいただきました。 

「認知症になっても安心して暮らせる社会」の実現に向けて、相続実務者として何ができるのか。多くの

気づきと学びを得ること 

ができた、大変意義深 

いシンポジウムとなりまし 

た。 

●アンケート 

・認知症を怖がることではなく、しっかりと向き合うことに気づきがあった。 ・そうなんだ、と思うことが沢

山あり気付きもありました。 ・介護の現場にいて相続問題はつきものでしたので、今後役に立てたいで

す。 ・相続、といっても範囲が広いことを実感しました。 ・いろんな職業の方々によって基調講演がよ

り膨らんだ印象です。 ・コーディネーターの質問やまとめが大変示唆に富み、また軽妙で温かみのある 

進行により、登壇者の方々の魅力が一層引き出されていた。 

大会シンポジウム 「認知症と相続」 
15:00～ 

16:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助広告 4 

 4 

事例研究発表 ① 13:00 ～ 13:45 事例研究発表 ② 14:00 ～ 14:45 

笑って予防、書いて安心遺言書 

司法書士による相続遺言落語「はしぶくろ」 

認知症介護の不平等と向き合うための    

遺言書のあり方 

石川登三男 氏 / 石川司法書士・行政書士事務所 佐山和弘 氏 / 行政書士さやま法務コンサルティング 

相続人に認知障害があったときの相続税  

税務調査の現場 
相続不動産の売却 

水野圭爾 氏 / 水野税理士法人 安藤 学 氏 / 株式会社 MIZUNO ホーム 

認知症と公正証書遺言の有効性に関する 

一考察 
ご遺族のための「おくやみコーナー」 

浅野了一 氏 / 弁護士法人名古屋総合法律事務所 横山大貴 氏  / 愛知県津島市役所市民課 
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 法制審議会民法（遺言関係）部会が令和 7 年 7 月に 

取りまとめた「民法（遺言関係）等の改正に関する中間試 

案」では、デジタル技術を活用した新たな遺言（デジタル遺 

言）の方式として 4 案が示されたこと、既存の遺言の方式 

についても改正の要否が検討されていることが説明されるとと 

もに、その意見募集手続き（パブコメ）で当学会が提出し 

た意見書の内容が報告されました。 

デジタル遺言を導入する意義の１つは、相続手続きのオンライン・デジタル化にあり、法務局や金融機

関でペーパーレスの手続きを可能にするためには、保管機関を通じてデジタル遺言の真正性を確認でき

る保管制度を伴うことが重要であること、複数の方式を採用するとしても 2 つ程度に絞るべきであるといっ

た、導入や普及における実務家目線での問題意識が幅広く指摘され、研究部会の多角的な検討結果 

が表れていました。 

●アンケート 

・非常に具体的で、いよいよだなと思いました。 ・身近な事とは思っていませんでしたが、機会があれば勉強します。 ・専門家の方

から細かくご説明をお聞き出来て、認識を新たにしました。 ・スピードのある議論を期待します。 ・円満かつ円滑な相続を軸に素晴

らしい意見書をまとめられたことに敬意を表します。 ・こういうことに日本相続学会が取り組んでいることは誇らしい。 

〇 発表者  

研究部会：遺言制度見

直し（パブコメ）ワー

キングチーム 

 

森川 紀代 氏  
森川法律事務所  

弁護士 

 

 竹内 裕詞 氏 
さくら総合法律事務所  

弁護士 

 

 小池 知子 氏 
あせび法律事務所  

弁護士 

13:00～ 

15:00 事例研究発表 

研究発表 「遺言制度の見直しについて」～デジタル遺言を中心に～ 
10:20～ 

11:50 

●アンケート 

・落語が受入れやすかったです。 ・佐山先生の事例も生々しかった。 ・これからの仕事に繋がる。 ・水野先生、わかりやすかっ

た。 ・横山先生、人柄素晴らしい。役所の方に発表をという企画が面白い。 ・親族関係が不動産売却まで影響してくるという指

摘に頷いた。 ・長年の経験に裏付けられた「家族仲良くできなくても演じればいい。」という一言に救われた気がした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「複雑な状態の不動産の遺産分割について」 
 

佐々木 好一  氏 

（弁護士 田中・石原・佐々木法律事務所 ）  

【審査意見書から】 
・借地や借地上の建物の共有部分、市街 
化調整区域内の農地という難しい相続案 
件を粘り強く、和解に持ち込むことがで 
きて、筆者の苦労が良く判った。裁判所、 
調停員との関係性の重要性もよく理解で 
きた。・円満かつ円滑に相続をしていくと 
いう意味は、個々の声をきちんと聞く事ということなのだ
ろうと改めて思った。 
 
【審査意見書から】 
・知的障がい者を取り巻く成年後見制度の課題について、
実際に支援活動を行ってきた豊富な経験を踏まえて、多く
の問題点を指摘し、十分に分析し検討するだけでなく、具
体的な解決策まで提言をしている。素晴らしい研究と評価
される。 

優秀事例研究賞 （学会誌第 12 号掲載 2024 年 10 月発刊） 

第 13 回研究大会も会場参加とオンライン配信のハイブリッドで開催させていただきました。会場参加者は 55 名、オンライン参
加者が 44 名と 99 名の盛大な大会となりました。多くの皆様のご協力に感謝いたします。 
 
●実行委員：安部貴史・安藤学・伊藤久夫・片ユカ・五井泰彦・佐々木元司・竹内文明・竹内みどり・竹内裕詞・藤本直記・ 
丸山加代子・水野由佳子・三宅伸・森澤義一・林直子・伊藤こずえ（敬称略） 

＜賛助広告＞●株式会社ミロク情報サービス 様 ●弁護士法人名古屋総合法律事務所 様 ●吉田修平法律事務所 様 ●池畑会計事務

所 様 ●さくら総合法律事務所 様 ●行政書士さやま法務コンサルティング 様 ●株式会社翔陽 様  ●有限会社ビクトリー 様  

●税理士法人平川会計パ—トナーズ 様 ●株式会社ライフテーブル 様      

研
究
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
掲
載
さ
れ
た
賛
助
広
告 

ご支援いただき、ありがとうございました 

〒101-0021 東京都千代田区外神田６丁目９番６号 平川会計パートナーズ内 

URL: https://www.souzoku-gakkai.jp/  Mail:info@souzoku-gakkai.jp   

大会実行委員会 

「知的障がい者を取り巻く成年後見制度の課題」 
 

 林  俊和  氏 

（社会福祉士 一般社団法人きりん座                

相談支援事業所もーさん 代表理事 ）  

ご支援に感謝いたします。 
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